
令和７年１１月１日改定 

日中一時預かり ミル＋クロハウス 

（私的契約）実施要項  

松本赤十字乳児院 

１ 目的 

松本赤十字乳児院の日中一時預かり保育では、ご家庭の事情を問わず、新生児～１歳誕生日前 

までのお子さんを対象として一時預かり（私的契約）を実施しています。 

 

２ 利用日時 

  実施日：原則 火～金曜日  

  （ただし乳児院の入所定員や他の事情で利用できない日もありますので、お電話にてご確認 

ください。） 

  定休日：毎週土・日 月曜日・祝日 12/29～１/3 

  時 間：原則 9 時～17 時 

  （ただし、延長時間は 8 時半～9 時・17 時～17 時半です それ以上の延長は行いません。） 

 

３ 実施場所 

  松本赤十字乳児院 日中一時預かり「ミル＋クロハウス」  

  〒390－0803   長野県松本市元町 3－8－10    

 

４ 設置者   日本赤十字社長野県支部 

 

５ 管理者   松本赤十字乳児院 院長 山口 圭子 

 

６ 対象となるお子さん及び定員 

新生児から１歳誕生日前まで ２名までお預かり 

 

７ 利用条件 下記に該当する場合は利用できません。 

(1)お子さんが医師の治療を必要とする疾病に罹っている場合               

（原則お薬を飲んでいる期間はお預かりできません。） 

(2)お子さんが伝染性疾患を有しているおそれがある場合 

(3)乳児院の入所児数が定数を満たしている場合 

(4)乳児院内で感染症が発生している時 

(5)お子さんの同居家族に体調の優れない方、または 37.4℃以上の発熱のある方がいる場合 



８ 申し込みについて 

・電話でお問い合わせの上、原則として利用希望日の 3 日前（9 時～17 時半）までにお申し

込みください。 

・初めてのご利用時、事前に見学をご希望の方は、その際に一時預かり申込書に必要事項（お

子さんの情報等）の記入をお願い致します。 

・見学不要の方は、事前にお電話での聞き取りにて一時預かり申込書への必要事項（お子さん

の情報等）の記入をさせていただきます。 

 

お問い合わせ、お申込みは 

平日の 9 時～17 時半の間に（０２６３）３１－５２０３まで連絡をお願いします。 

                             担当：青木 

 

・一世帯の 1 週間の利用日数は概ね 2 日まで、1 か月最大 4 日までとなります。 

（多胎児は要相談） 

・お申込みは半月ごとの予約となります。 

 

９ 予約取り消し及び緊急連絡について 

・当日の予約キャンセルは朝 8:30 から承ります。 

予約日までに変更がある場合、分かり次第ご連絡頂きますようお願い致します。 

・当院では、お子様が安全で安心して過ごせるよう健康管理には十分注意して対応します。 

利用時間中に以下の症状がある場合は、連絡を差し上げますので、お迎えをお願いします。 

（発熱、下痢がひどい、嘔吐、咳がひどい、怪我をした、感染症の疑いがある等） 

・その他、災害等が発生した際はお子様の安全を最優先に避難します。 

   連絡致しますのでお迎えお願い致します。 

・緊急連絡先は、必ず利用当日に連絡のとれる電話番号のご記入をお願いします。 

 

10 利用料金 納入方法 

(１)一時預かり料金（1 名につき） 

利用時間内で１時間ごとに 500 円  最大 8 時間まで利用可能 

★当日 保護者の都合やお子さんの健康状態などで利用時間が短縮された場合も、当初の申し

込み時間の料金で利用料をいただきますのでご了承ください。 



★当日 急遽お預かり時間を延長した場合、30 分を過ぎると 500 円の追加料金を頂きます。

（以降 500 円/1 時間） 時間の延長が分かった時点でお早めにお電話ください。 

(２)納入方法 

料金はお迎えの際にお支払いをお願いします。お支払いは現金のみとなります。 

 

11 持ち物 

・ミルク・哺乳瓶・オムツはこちらで用意ができます。 

（使用するメーカーは変わりますので、受付時にご確認ください。） 

・オムツやミルク等に指定がある場合は、ご持参ください。 

・母乳をあげる場合は、搾乳した母乳を冷凍した状態でご持参ください。 

・着替え 、その他お子様が安心できるものがあればご持参ください。 

・離乳食はこちらでの準備はできません。持参していただいた場合のみお預かりは可能です。

（必要な場合は保冷等の対応の上の持参をお願いします。） 

・持ち物には名前をしっかりご記入頂きますようお願いします。 

 

12 注意 お願い事項 

 (1)お子様が感染症を発症し、治療後に一時預かりを利用する場合は医師が記入した利用許可証 

明書が必要となります。利用当日に職員へお渡しください。 

(2)院内で感染力の強い感染症が発生した際には、こちらから直前にキャンセルのお願いをさせ 

ていただく場合があります。ご了承ください。 

(3)利用当日にお子様の体調等心配なことがありましたら事前にお電話でお知らせください。 

また、お迎え時間の変更がある場合には、必ずご連絡お願い致します。 

 

13 その他 

(1)加入保険 

  ・社会福祉事業者総合保険（あいおいニッセイ同和損保保険）に加入しています。 

  ・主な保障金額は以下のとおりです。 

   対人賠償：１名１億 １事故：保険期間 10 億 対物賠償：１事故 保険期間中 1,000 万 

(2)提携医療機関 安曇野赤十字病院 

（住所：安曇野市豊科 5685 番地） 緊急時の受診対応を依頼 



(３)その他 

  ・ご意見、ご要望等につきましては以下にご連絡をお願いします。 

   連絡先  松本赤十字乳児院   （０２６３）３１－５２０３  担当：萩下 

 


